
令和２年 ５月 ７日 

保護者の皆様 

                                練馬区立練馬第二小学校 

                                     校長 濱中 一 

                             

練二小 臨時休業期間中の学習資料の配付および健康管理等について 

 

日頃より、本校の教育活動にご理解、ご協力をいただき、ありがとうございます。また、これまで

の新型コロナウイルス感染防止対策にご協力いただいていることに、深く感謝申し上げます。 

さて、練馬区の方針を受け、本校では下記のとおりに対応いたします。保護者の皆様におかれまして

は、何卒ご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。 

なお、今後の状況の変化に応じて、対応を変更する場合には改めてご連絡いたします。 

 

記 

  

 １ 臨時休業について 

○ ５月３１日（日）までを臨時休業とする。 

 

２ 学習課題・手紙等の配付、学習課題の回収について 

  自宅学習の課題、学校・学年からの連絡等を、児童または保護者が個別に取りに来る日時を、

学年ごとに設けます。 

   ５月１３日（水） ８：３０～ ９：３０ ６年生 

            ９：３０～１０：３０ ５年生 

           １０：３０～１１：３０ ４年生 

           １３：３０～１４：３０ ３年生 

           １４：３０～１５：３０ ２年生 

           １５：３０～１６：３０ １年生 

〇１・２年生は、学習資料の他に植木鉢とその他の教材も配布します。保護者とお子様、または保

護者のご来校をお願いします（袋等を準備ください）。 

〇交通安全指導員の誘導はありません。行き帰りの安全について、十分に気を付けるよう確認をお

願いします。 

〇兄弟分をまとめて取りに来ることも可能です。来校時に、担任にその旨を伝えてください。 

〇学年の時間にどうしても取りに来られない場合は、１６：３０～１７：３０に保護者が取りに来

ることも可能です。ただし、来校者数の分散のため、できる限り学年の時間に取りに来るようご

協力ください。 

〇前回までに配布した学習に関する課題は、当日来校時に担任に提出をしてください。 

 

３ 児童生徒の心のケアについて 

〇スクールカウンセラーや養護教諭等による、児童および保護者の相談を受け付けます。スクール

カウンセラーの５月の勤務日は以下の通りです。 

   ５月１２日（火） ・ １９（火） ・ ２６日（火） 

〇練馬区の教育相談室でもご相談いただけます。電話やメールもお受けしています。 

・学校教育支援センター教育相談室（光が丘駅徒歩 10分）電話：03-5998-0091 

・学校教育支援センター練馬（練馬駅徒歩 5分）     電話：03-3991-3666 

 

４ お子様の生活・健康状況の把握について 

〇電話連絡による生活・健康状況の把握を行います。お子様が不在で保護者等としか連絡がつかな

かった場合は、改めて連絡をします。 

〇５／１１の週は、１３日の資料配布でお子様に会えなかったご家庭に連絡をします。 

〇５／１８の週、５／２５の週については、改めて連絡します。 

４月１４日に配布した

学習課題プリントを持参

してください。 



 

５ お子様のパソコン使用へのご協力のお願い 

〇文部科学省「子供の学び応援サイト」や東京都「学びの支援サイト」の閲覧等、お子様が家庭学

習をするため、ご家庭でのパソコン使用にご協力ください。 

〇改めて情報モラルについて確認をし、お子様がインターネット上で危険に遭わないようにしてく

ださい。練二小ホームページのトップページ『ＳＮＳ練二小ルール』を一読ください。 

〇家庭でホームページを閲覧したり課題をダウンロードしたりできないご家庭に向けては、学校の

パソコンルームを活用する機会を提供します。利用を希望する場合は、利用日の２日前までに学

校まで連絡をしてください。 

  期間 ５／１４（木）～５／２７（水） １０：００～１１：３０  ※ 平日のみ 

   

６ 居場所提供について 

〇保護者の仕事の都合や病気・介護などの真にやむを得ない事情で、自宅等で過ごすことが困難な

児童については、平日９：００から１２：００の間、各学校で受け入れ、居場所を提供します。 

  期間 ５／１１（月）～５／２９（金）  ※ 平日のみ。事前に申し込みが必要です。 

○詳細は、学校ホームページ「緊急連絡」コラムの、５／７発行 別紙『練二小 臨時休業期間中の

児童の居場所の提供について』をご覧ください。 

 

７ 学校の教育活動再開後の当面の教育や保育のあり方について 

① 児童生徒の心身への影響に配慮し、段階的な再開を行います。（再開後一週間は午前授業を実

施する、等） 

② 前年度３月より未実施分の学習内容の補充指導を行います。 

③ 長期休業日の縮減や年間の学校行事の中止・縮減等を通じて、各教科の授業時数の確保を図り

ます。（本校は夏季休業中にトイレ・外壁工事が行われるため、他の小学校と夏季休業期間が異

なる可能性があります。詳細は改めて連絡します。） 

 

 ８ 健康・安全について 

〇健康観察カードに、毎日の体温と体調を確実に記録してください。カードは学校再開時に提出し

てください。 

〇児童生徒本人や家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または濃厚接触者となった場

合、風邪の症状が続く、高熱が出る、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合

は、保護者を通じて学校に連絡をしてください。 

〇お子様が事故に遭ったり、大きなけがをしたりした場合も、保護者を通じて学校に連絡をしてく

ださい。 

○お子様が自宅で留守番をする際には、「ドアチャイム・インターホンや電話には出ない、窓やド 

アを開けっ放しにしない」等、防犯について確認をしてください。 

○改めて情報モラルについて確認をし、お子様がインターネット上で危険に遭わないようにしてく

ださい。練二小ホームページのトップページ『ＳＮＳ練二小ルール』を一読ください。 

 

 ９ その他 

〇今後の連絡は、学校からの配布物と、学校連絡メールおよび学校ホームページで行います。 

〇臨時休業中は、新型コロナウイルス感染の拡大を防止するため、児童の不要不急および人の集ま

る場所等への外出を避けるよう、ご家庭でもご指導ください。 

 

              【問い合わせ】副校長 橋本 誠之  電話 ３９９０－４２４７ 

 


